
平成２５年９月６日

万代橋下流橋事業
市道広小路（西堀通～東堀通）の車線を切り廻します！

～９月１０日（火）の昼（ＰＭ１時）に交通を切り替えます～

国土交通省 新潟国道事務所 工務第一課長 横山 一星 TEL ０２５－２４４－７７５６

FAX ０２５－２４６－７７５９

お 問 い 合 わ せ 先

かわら版「にいこくひろば」はじめました！
ホームページトップのバナーから

〒950-0912 新潟市中央区南笹口2-1-65

新潟国道事務所

http://www.hrr.mlit.go.jp/niikoku/index.html

記者発表資料

新潟県政記者クラブ

新潟市政記者クラブ本紙投げ込みを以て解禁

国道７号万代橋下流橋事業は、新潟市中央区万代島から同区
西堀前通十番町までの延長1.5ｋｍ間における慢性的な交通渋

滞の緩和及び広域交通と新潟市中心部との連携強化を図ること
を目的とした事業です。

この内、東堀通から西堀通までの約 0.2ｋｍ間について、平

成２５年度内の開通に向けて、平成２４年度から拡幅工事を
行っています。

次の工事段階である道路中央部の工事を行うため、車線を上
下線に分離する交通形態に切り廻しますので、事前にお知らせ
します。

現地の案内看板等に従って、気をつけてお通り下さい。
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東
新
道

西
新
道



現在の交通形態（８月１２日撮影）

９月１０日以降の交通形態
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